
◆補助の対象となる範囲と基準の説明（平面図）

・道路に面するブロック塀や門柱が対象（図中の赤い部分）
・道路と敷地の間に水路がある場合は対象外（水路幅がブロック塀の高さの1倍以上の場合）
・隣地境界にあるブロック塀は対象外
・敷地延長沿いにあるブロック塀は対象外

※ 要件を満たさないブロック塀等についても、設置の状況及び危険性を勘案して、
　 町長が特に必要と認める場合は補助金の交付対象となります。
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